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１．臨時列車は極力運転しないこと。

【回答】

今後、ご利用が徐々に回復した際にも十分な輸送サービスを提供するため、

臨時列車を設定することとしている。引き続き、社会情勢やご利用状況等を

踏まえながら、適切に列車の設定を行っていく。

２．巡回行路は中止すること。

【回答】

巡回行路はサービスや異常時対応力の向上のために設定しているものであ

り、社員に対して必要な感染防止対策を講じていることから、現時点で中止

する考えはない。

３．訓練を中止すること。

【回答】

訓練は運転従事員に対し必要な教育であることから、現時点で中止する考
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新型コロナウイルス感染症に
関する緊急申し入れの窓口回答
名古屋運輸所において、新型コロナウイルス感染症を発症した社員が発生しました。

臨時列車を走り始めさせて以降、職場は過密の状態にあります。特に先日の雨による

異常時は耐え難い状況にありました。さらに訓練においても密対策には程遠い状態で行

っています。このような状態を放置しているならば、新型コロナウイルス感染症は職場

内で拡大するばかりです。

職場の密の状態を防ぐには、職場から社員を極力減らすことしかありません。したが

って本部は会社へ、下記の通り緊急に申し入れをし、会社は当面新型コロナウイルス感

染症が収束するまで、申し入れの通り即刻対応するよう求めましたが、誠に遺憾ながら、

窓口での回答となりました。

申し入れ内容と回答は、以下の通りです。
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えはない。

４．特別改札行路を中止すること。

【回答】

特別改札行路は、お客様が安心してご利用いただける環境づくりのため、

一部列車に対して実施しているものであり、今後も必要に応じて設定してい

く。

５．感染症を発症してしまった社員が、職場等で他の社員などから嫌がらせをされ

たり、虐げられるようなことが無いように、しっかりとフォローをすること。

【回答】

そのような事実があれば適切に対応する。

以 上


